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消費税・地方消費税に関する動向について 
 

○「財政運営戦略」（平成22年6月22日閣議決定）抜粋 
Ⅰ.基本的な考え方 

４．新たな成長戦略の実行 

財政運営戦略と一体のものとして、新成長戦略を実行することで、2020 年度ま

での平均で名目３％、実質２％を上回る成長を目指す。 

 

 ５．社会保障の再構築 

社会保障分野における選択と集中を進め、例えば現金給付から雇用創出効果の

ある現物給付に重点を移すなどにより、消費や雇用の拡大等、経済成長に与える

効果の高い施策に資源配分を重点化していくことが重要である。 

 

６．新政権の財政運営戦略－国民の安心と希望のために－ 

我が国の財政の効率性を高めていくためには、徹底した無駄の削減と予算の使

い途の大胆な見直しは当然行わなければならない。思い切った歳出改革を行い、

徹底的に歳出を見直して必要な財源を確保していくことが、まず何よりも必要で

ある。（中略） 

しかし、公共サービスの縮減につながる歳出削減に限界を感じる国民もいるだ

ろう。（中略）政権交代を機に、これまで成し得なかった税制の抜本的な改革を

進め、安心の確保と成長につながる分野の歳出を国民全体で分担するとともに、

これまであまりにも拡大した国債発行を減らしていく。（中略） 

こうした改革を通じて財源基盤を確保し、持続可能な財政・社会保障制度の構

築や生活の安全網（セーフティネット）の充実を図ることが、雇用を創出すると

ともに、国民の将来不安を払拭し、経済成長の礎となる。（中略）「強い経済」、

「強い財政」、「強い社会保障」の一体的な実現を目指す、こうした取組こそが、

新政権の「財政運営戦略」である。 

 

Ⅱ.具体的な取組 

１．財政健全化目標 

（１）収支（フロー）目標 

①国・地方の基礎的財政収支（プライマリー・バランス）について、遅くとも2015

年度までにその赤字の対ＧＤＰ比を2010年度の水準から半減し、遅くとも2020

年度までに黒字化することを目標とする。 

 

 （２）残高（ストック）目標 

2021年度以降において、国・地方の公債等残高の対ＧＤＰ比を安定的に低下さ

せる。 

 

資料１ 
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２．財政運営の基本ルール 

（５）地方財政の安定的な運営 

財政の健全化については、まず、国が本戦略に則り改革に取り組んでいくこと

はもとより、公経済を担う国及び地方公共団体が相協力しつつ行うことが必要で

ある。地方公共団体に対し、上記の国の財政運営の基本ルールに準じつつ財政の

健全な運営に努めるよう要請するとともに、国は、地方財政の自主的かつ安定的

な運営に配慮し、その自律性を損ない、又は地方公共団体に負担を転嫁するよう

な施策を行ってはならない。 

 

３．中期財政フレーム 

（１）「強い経済」「強い財政」「強い社会保障」の一体的実現に向けて 

歳入・歳出両面にわたる取組として、①国債発行額の抑制、②抜本的な税制改

革、③基礎的財政収支の改善目標の達成に向けて取り組む。 

 

（２）歳入・歳出両面にわたる取組 

①国債発行額の抑制 

財政健全化目標を確実に達成するとともに、財政健全化への積極的な姿勢を市

場に向けて発信し、市場の信認を確保する観点から、平成23 年度の新規国債発行

額について、平成22 年度予算の水準（約44 兆円）を上回らないものとするよう、

全力をあげる。それ以降の新規国債発行額についても、財政健全化目標の達成へ

向けて着実に縮減させることを目指し、抑制に全力をあげる。 

 

②歳入面での取組 

個人所得課税、法人課税、消費課税、資産課税等にわたる税制の抜本的な改革

を行うため、早急に具体的内容を決定することとする。こうした税制の改革によ

り、財政健全化目標の達成に向けて、必要な歳入を確保していく。 

 

③歳出面での取組 

財政健全化目標の達成に向けて、平成23 年度から平成25年度において、「基礎

的財政収支対象経費」（国の一般会計歳出のうち、国債費及び決算不足補てん繰

戻しを除いたもの）について、恒久的な歳出削減を行うことにより、少なくとも

前年度当初予算の「基礎的財政収支対象経費」の規模（これを「歳出の大枠」と

する。）を実質的に上回らないこととし、できる限り抑制に努めることとする。 

（中略） 

なお、２．（５）の基本ルールを踏まえ、地方歳出についても国の歳出の取組

と基調を合わせつつ、交付団体始め地方の安定的な財政運営に必要となる地方の

一般財源の総額については、上記期間中、平成22年度の水準を下回らないよう実

質的に同水準を確保する。 
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○「地域主権戦略大綱」（平成 22年６月 22 日閣議決定）抜粋 
第６ 地方税財源の充実確保 

２ 今後の課題と進め方 

地域に必要なサービスを確実に提供できるよう、地方財政の所要の財源を確保する

ことで、住民生活の安心と安全を守るとともに地方経済を支え、地域の活力を回復さ

せていくとの基本理念に立ち、次のとおり、地域主権改革の工程及び平成22 年度税

制改正大綱の方向性に沿って、地方税財源の充実確保を推進する。 

今後、地域主権を確立するためには、国と地方の役割分担の大幅な見直しと併せて、

それぞれの担う役割に見合った形へと国・地方間の税財源の配分の在り方を見直す。 

具体的には、地域主権改革を推進し、国の役割を限定して、地方に大幅に事務事業

の権限を移譲する。国と地方の役割分担を踏まえるとともに、地方が自由に使える財

源を拡充するという観点から国・地方間の税財源の配分の在り方を見直す。社会保障

など地方行政を安定的に運営するための地方消費税の充実など、税源の偏在性が少な

く、税収が安定的な地方税体系を構築する。 

また、地方公共団体が事務事業のみならず税の面でも創意工夫を活かすことができ

るよう、課税自主権の拡大を図る。 

ひも付き補助金の一括交付金化を進めるとともに、地方公共団体の厳しい財政状況

や地方の疲弊が深刻化していることにかんがみ、地方交付税については、本来の役割

である財源調整機能と財源保障機能が適切に発揮されるよう、地方税等と併せ地方の

安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額の適切な確保を図る。 

 

 

○税制調査会専門家委員会「議論の中間的な整理」（平成22年6月22日）抜粋 
２.税制抜本改革を進める上での課題と考え方 

（１）税収力の回復－破綻を回避し、安心と活力のある社会を実現するために 

○ 個人所得課税、法人課税、消費課税、資産課税等の税制全般にわたる税制の

抜本的な改革を行って、「支え合う社会」の実現に必要な費用を国民の間で広く

分かち合う必要がある。 

 

（３）将来の人口構造と社会保障制度の安定的な財源確保 

〇 支えられる側である高齢者が大きく増加する一方、支える側である勤労世代

が減少するという将来の人口構造の見通しを踏まえると、所得税の課税ベース

は減少すると考えられるため、勤労世代だけに偏って負担を求めることは困難

であり、社会で広く分かち合う消費税は重要な税目であると考えられる。 

 

（５）地域主権を確立するための税制 

○ 国と地方の役割分担を踏まえるとともに、地方が自由に使える財源を拡充す

るという観点から国・地方間の税財源の配分のあり方を見直すことが必要であ

る。 
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○ 社会保障など地方行政を安定的に運営するための地方消費税の充実など、税源

の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系を構築することが必要である。 

○ 地域主権改革を推進するための財源を確保するとすれば、地方消費税を重視す

べき。消費税の一部を偏在度の小さい地方消費税に移し、それに相当する法人住

民税の法人税割を国税に移譲することにより、地域間の税収の格差を縮めること

も可能という議論があった。 

○ 課税自主権の観点からは、個人所得課税を軸に強化することが重要であるが、

同時に、税収の偏在性を是正し、税収の安定性を高める必要性も大きいことから、

地方消費税の充実と法人事業税の付加価値割の拡大は、有力な選択肢となるとい

う議論があった。  

○ 地方税における間接税のウェイトはかなり低く、国税とのバランスや、税源の

偏在を是正し、税収の安定性を高める観点から、個別間接税や地方消費税の充実

は重要な課題である。  

○ 個人住民税は、負担と受益の関係が明確で、地方自治体が責任を持って税率も

決められる税目であることから、その充実について議論をしていく必要がある。

地方に望ましい税源は、地方自治体が課税ベースと税率を決められる税目であり、

地方消費税は、税収の偏在性が小さく、安定的な税としてメリットがあるが、一

方で、課税ベースと税率が地方で決められないという議論があった。  

○ 課税自主権の拡充は重要な課題である。法定外税については、もう少し自治体

が自由に使えるような規定のあり方を検討すべきである。 

 

（別添）個別税目の各論的な論点に関して出された主な意見 

（４）消費課税  

①消費税  

○ 消費税は、景気に比較的左右されない税目であり、我が国の基幹税目であ

ると同時に、勤労世代だけでなく、広く社会の構成員が税負担を分かち合う

ことができる等の特長を有し、社会保障財源の中核を担うにふさわしい。 

○ 消費税の社会保障財源としての適性を踏まえれば、その位置付けをより明

確化し、国民がお互いに支え合う姿勢を明らかにしておくことは、国民の理

解を深める上でも重要。 

他方、社会保障財源をすべて消費税で賄うという意味での社会保障目的税

とすることについては、社会保障給付の水準に合わせた消費税率の引上げ、

給付削減の議論に繋がりやすいとの見方もある。  

○ 消費税を検討する場合には、所得が低いほど負担感が強い、いわゆる逆進

性が指摘される点に留意が必要。 

○ 所得再分配のあり方は、他税目や社会保険料の負担とともに、歳出（社会

保障給付などの公共サービス）まで含めて影響を考えることが基本。  

○ 逆進性に関しては、以下の意見があった。 

－ 社会保障給付は、真に支援が必要な者に対して、個々人の事情に応じたき
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め細やかな社会政策的配慮を行うことが可能。  

その上で、低所得者を対象とした還付（給付）、軽減税率の設定の可否も

検討。  

－ 給付付き税額控除については、番号制度の導入が前提となるほか、不正受

給の問題や執行コストを考慮する必要。 

－ 軽減税率については、我が国の消費税の特長を損ない、非常に複雑な制度

を生むこととなる可能性があることなどにも留意が必要。  

○ 消費税制度については、累次の税制改正により、信頼性・透明性は相当程

度向上したと考えられるが、今後、消費税の充実を期していく上では執行可

能性やコストも踏まえつつ、一層の適正化に向けた取組みが必要。 

○ インボイス方式の導入は、仕入税額控除の適正化に資する面もあるが、他

方で免税事業者が取引の中間段階から排除されかねないとの懸念もあり、制

度の信頼性・透明性の要請と中小零細事業者の取引実態への配慮のバランス

を踏まえた検討が必要。 

仮に軽減税率を導入する場合には、仕入税額控除がより複雑化することに

なるため、インボイス方式の導入が不可欠。 

○ 簡易課税制度等の中小事業者の特例措置についても、事業者の事務の実態

なども踏まえながら、引き続き必要な見直しが行われるべき。 
 

②地方消費税  

○ 地方消費税は偏在性が小さく税収が安定的で、経常的なサービスを提供す

る地方公共団体の基幹税として適切であり、税収の偏在性の是正や税収の安

定性の確保の観点からも、地方消費税の充実が必要。  

○ 我が国においては、地方で個別の消費に対する課税を行ってきた経緯があ

り、それを廃止・縮小した上で、地方消費税が創設されたことに十分留意す

べき。  

○ 地方公共団体は、国と地方の応分の負担により運営する社会保障制度のほ

かに、地域に密着したきめ細かな対人社会保障サービスを幅広く提供してい

る。  

○ これらを踏まえ、社会保障など地方行政を安定的に運営するための地方消

費税の充実など、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系を構築

することが必要。 

 

 


